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　抄　録

　本研究は，英国のコミュニティワークの実践と専門領域形成の歴史を時代区分に沿って
たどり，その到達点と課題を考察したものである。先行研究と福祉政策の動向や教育・訓
練の発展過程を参考に検討したうえで，①源流，②萌芽期，③理論形成期，④発展期，⑤
転換期，⑥拡充期という区分を設定し，実践および専門職としての取り組みを整理した。
　理論研究や教育・訓練については主としてソーシャルワークと社会教育の領域において
研究，教育・訓練が実施されてきたが，その枠を超えてひとつの専門領域として体系的
な教育・訓練および資格付与のシステムの構築への過程が確認された。また実践面では政
策・思想の影響による変化がみられ，近年では福祉サービスの多元化や地域再生事業の補
助金配分方法の変化により，コミュニティワーカーの不安定雇用が課題であることが明ら
かとなった。
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Ⅰ．はじめに

　本研究は第一に英国の社会福祉政策と都市政策
におけるコミュニティワークの位置づけと実践，
第二にコミュニティワークの専門性に関連する教
育・訓練や理論形成の過程について歴史をたどる
ことにより，今日の英国のコミュニティワークの
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到達点と課題の整理を目的としたものである。
　英国は 17 世紀から今日に至るまで，救貧法や
民間の福祉活動が様々な福祉制度や思想を生みだ
し，多くの国にモデルを示してきた。州ごとに制
度が異なる米国とは違い，中央集権的に制度を展
開させている英国の制度は，日本の福祉政策を考
案するうえで参考にされることが多く，コミュニ
ティワークを展望するうえでも，英国のコミュニ
ティワークの歴史から学ぶことは少なくない。し
かし，日本における英国の地域福祉研究は多いが
コミュニティワークに焦点を当てた研究は極めて
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少ないといえる。英国のコミュニティワーク研究
は 1980 年代以降に散見され，1970 年代から 1980
年代のコミュニティワークとコミュニティワー
カーの動向を述べた田端（1988, 2003）の研究，
教育・訓練，現場経験，政策研究を踏まえ，1980
年代初頭のコミュニティワークの政策的背景，問
題および課題を提示した加納（1983；1989）の研
究がある。近年では所めぐみ（2005）や谷口・在
原（2005）が英国のコミュニティワーカーの現状
分析を行っている。また関連して，谷口（2002）
に よ る 全 国 職 業 水 準（National Occupational 
Standard）および全国職業資格（National Voca-
tional Qualifications）の研究もある。翻訳本につ
いては，英国のコミュニティワークを紹介した文
献としてヤングハズバンドの著書『英国ソーシャ
ルワーク史（上・下）』，2006 年に翻訳され出版
されたものにトゥエルブトゥリースの著書『コ
ミュニティワーク第 3 版』がある。しかし，本研
究のテーマであるコミュニティワークの歴史は加
納（1989）の研究や地域福祉論のテキストの一部
で紹介されているのみである。
　なお，本研究ではコミュニティワークを地域域
社会における生活に影響を与える問題に関与し，
人々が集団的な活動をもって問題を解決しようと
するのを援助するプロセスという概念で使用す
る。
　

Ⅱ．研究の枠組み

1．分析の枠組み
　本研究は 19 世紀末から今日までを 6 区分し，
コミュニティケアおよび地域再生の政策的文脈
におけるコミュニティワークの実践を整理，分
析するものである。その区分の設定基準について
は，バルドック（Baldock 1974）の著書『コミュ
ニティワークとソーシャルワーク』とポップル

（Popple 1995）の著書『コミュニティワーク理論
と実践に関する分析』を参考に，コミュニティケ
アと地域再生の政策的文脈に沿ってコミュニティ
ワークの実践を述べていくことにすることから，

両政策の転換点と見なされる時期を考慮し 6 区分
を設定した。
　第一に「コミュニティワークの源流」とされ
る，19 世紀末から 20 世紀初頭にかけてのコミュ
ニティワークを取り上げる。第二に「コミュニ
ティワークの萌芽期」として，第一次世界大戦，
両大戦間，第二次世界大戦中（20 世紀初頭から
1940 年代初頭）のコミュニティワークを取り上
げる。第三に「コミュニティワークの理論形成
期」とし，1940 年代中葉から 1960 年代中葉に焦
点を当てる。第四に「コミュニティワークの発展
期」とし，1960 年代中葉から 1970 年代にかけて
のコミュニティワークの状況を分析する。第五に

「コミュニティワークの転換期」として，1980 年
代から 90 年代中葉までのコミュニティワークを
取り上げる。第六に「コミュニティワークの拡充
期」として 1990 年代中葉から 2000 年代中葉まで
のコミュニティワークを取り上げる。
　
2．本研究の方法と限界
　本研究は文献研究とする。なお，英国の文献を
主たる資料としていることから，一次資料を集め
ることは困難を伴う。特に，全国ソーシャルワー
ク 研 究 所（National Institute for Social Work，
以下 NISW と略す。）1）は，2003 年に廃止され，
ソーシャルワークに関する蔵書や資料は分散して
英国各地の大学に移管されたことから，一次資料
の収集はより困難となり，第二次資料に依拠せざ
るを得ないものも多い。ただしその場合は，第一
次資料を引用している信頼性の高い文献を選び，
それを論拠としたことから研究の信頼性・妥当性
が得られるものと考えている。
　

Ⅲ．コミュニティワークの源流

　コミュニティワークの源流は慈善組織協会（Char-
ity Organisation Society，以下 COS と略す。）と
セツルメント運動であると言われている。COS
の発足の背景には，民間非営利団体の急増があっ
た。当時，勢力を誇ったキリスト教福音主義の影



71

英国におけるコミュニティワークの史的展開

響もあり，19 世紀末は慈善活動が活発であった。
とりわけ都市部は活発 1860 年代になると，民間
非営利団体による無秩序な支援が人々を施しに依
存させているという問題が指摘されはじめた。
　COS がコミュニティワークの源流と言われる
所以の第一は，COS の設立目的あった民間非営
利団体の連絡調整であろう。COS は当初ロンド
ンを中心とした組織であったが，この指針と方法
はオックスフォード，ブライトン，チェスター，
リバプールといった地域にも広がりをみせ，各地
に慈善組織協会が設立された（市ノ瀬 2004）。そ
れらを取りまとめたのが中央審議会で，全国組
織の形態をとり，地域の民間非営利団体同士の
連絡調整を実施するといった運営方法は，後の
全国社会福祉協議会（National Council of Social 
Service，以下 NCSS と略す。）の設立目的へとつ
ながっていく。しかし，教区単位の救済委員会の
権限が大きかったこと，COS の規模に匹敵する
民間非営利団体の協力を得ることが難しかった
ことから COS の活動はロンドンに焦点が当てら
れており，調整機能に関しては限定的であった

（Brasnett 1969）。第二は，中央評議会による社
会問題への取り組みである。調査報告書の発刊，
書籍，パンフレット，チラシの発行，新聞への投
稿を行ったほか，障害児の特別支援教育義務教育
の法定化や 1893 年の初等教育（盲・聾唖児）法，
1899 年の教育（知的障害児）法の制定，義務教
育の無料化と学校給食の開始を規定した教育（給
食規定）法（1906 年）の制定にも働きかけた。
　セツルメント運動はスラムにおける社会調査，
社会教育，スラムに住む人々を取り巻く社会環境
の改善を目的に英国ではじまったもので学生らが
中心となって活動が展開された。特に教育に関し
ては生活のためだけでなく，人生のためとして重
要であると認識し（Pimlott 1935），青少年のみ
ならず成人を対象にした講座も開催された。特に
トインビーホールでは中心的な活動であった。ま
た，社会環境の改善への取り組みとして法律相談
は貧困地域において法律アクセスできる貴重な
機会を作った活動であった（市ノ瀬 2004）。その

他，防犯活動や組合運動といった組織化支援など
により社会改良を目指すなど，セツルメント運動
は，直接的な出会いを通して外見や先入観を超え
ること，お互いに知り合い，価値を認め合うこ
と，あるいは人間性や異なる経歴の人々を結びつ
けること，さらに，これを通して，コミュニティ
意識を強固にすることを尊重する活動であった

（Johnson 2001）。

Ⅳ . コミュニティワークの萌芽期 
　　（1900 年初頭～ 1940 年代中葉）
1．全国社会福祉協議会の発足
　両大戦間期に提供された社会福祉の諸サービ
スはコンストラクティブコミュニティサービス 2）

と呼ばれ，社会政策の一つの大きな柱となった。
提供機関は公的機関だけでなく，民間非営利団体
も行政の補助金を受けながら独自のサービスを提
供していた。第二次世界大戦がはじまると，学童
疎開をはじめ，寡婦や家族を失った高齢者の生活
問題が顕在化し，社会福祉を要する人々の範囲が
これまでより拡大された。政府は，民間非営利団
体との結び付きをいっそう強め，社会福祉サービ
スを提供した。このような時代において COS が
達成できなかった団体間の連絡調整機能の必要性
が再認識され，設立されたのが NCSS であった。
NCSS は第一次世界大戦時に生活困窮者への全国
援護基金の配分方法に関し，民間非営利団体の全
国レベルの調整機関の必要性が生じ，1924 年に
発足した組織で，ニーズ調査，民間団体への情報
提供，地方社会福祉協議会および農村社会福祉協
議会の組織化，それらへの情報提供，財政支援な
どを業務とした。
　
2．コミュニティアソシエーション
　この時代はコミュニティアソシエーションの
促進がコミュニティワークの特徴である（加納
1989）と分析されている。主要な動きは新たらし
く建設された住宅団地においてみられた。グラス
ゴーで起こったレントストライキ（1915 年）を
きっかけに，政府は住宅問題への介入の必要性を
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認識し，公営住宅の建設が相次いだ。新しい住宅
団地ではコミュニティづくりが必要とされ，自然
発生的にできた住民によるクラブ活動や公営住宅
などで借家人協会が結成されるなど，住民による
グループ活動が数多く誕生し，同時に横のつなが
りも形成されていった（National Federation of 
Community Association 1950）。NCSS もこの動
向に関心を持ち，コミュニティセンターの設立に
むけ，居住型セツルメント連合会，教育セツルメ
ント協会と共同で新住宅団地委員会 3）を発足さ
せた。同委員会はカーネギー財団からの補助金か
ら新住宅団地における社会福祉事業推進のための
資金調達を行ったほか，全国の各地域にもコミュ
ニティセンターの設立を働きかけ，全国のコミュ
ニティアソシエーションを援助した（National 
Federation of Community Associations 1950）。
実質的にコミュニティセンターが増設され，住民
活動の身近な拠点となるのは第二次世界大戦以降
のことであるが，コミュニティセンターは地域に
住む個人や家族が価値を共有し，隣近所やコミュ
ニティセンターへの忠誠心を養い，地理的な地域
でしかなかった地域を共同社会に変えるような帰
属意識をつくりだそうとする道具となった（Hall 
1969）。コミュニティアソシエーションのアプ
ローチは，単に団地に住む住民の余暇活動を推進
しただけでなく，失業対策に対する NCSS の取
り組みにもみられた。

Ⅴ . コミュニティワークの理論形成期 
　　（1940 年代中葉～ 1960 年代初頭）

1．公的福祉サービスの拡大とコミュニティワーク
　英国では，1946 年に成立した国民健康保健法
によって国民の健康に関する国家の責任が定めら
れ，医療の無料化が実現した。同法によりこれ
までの公立病院，ボランティアで運営されてい
た病院・診療所など，ほとんどすべての医療機
関が政府組織であるナショナルヘルスサービス

（National Health Service，以下 NHS と略す）の
管轄下に置かれることになった。一方，社会福祉

サービスは地方自治体に責任があり，施設サービ
スや在宅福祉サービスを直接・間接的に提供して
いたが，1940 年代から 50 年代にかけての保健福
祉サービスは未整備で，障害者や高齢者について
は施設や病院中心の処遇であり，民間非営利団体
のサービスに頼るところが大きかった。
　ソーシャルワーカーが地方自治体のサービスに
携わるようになったのは第二次世界大戦中のこと
である。疎開先の宿泊施設に入居した児童のう
ち，知的・精神的な障害を持った児童に対応する
ため，政府はソーシャルワーカーを雇用し，ソー
シャルワーカーたちは社会福祉サービスのコー
ディネーターとして活躍した（Titmuss 1950）。
戦後，活動を評価されたソーシャルワーカーは，
地方自治体に採用された。また，1945 年に発覚
した里親による児童虐待事件（デニス・オニール
事件）も自治体におけるソーシャルワークの強化
につながる出来事であった。この事件を調査した
カーツ委員会は虐待事件に責任を持つ行政機関が
ないことを指摘し， 1948 年の児童法の成立と地
方自治体の児童福祉部が設置されることになっ
た。地方自治体におけるソーシャルワーク業務
は，児童福祉部にかぎらず，他の部署にも拡大さ
れた。
　行政機関にソーシャルワーカーが雇用されると
いうことは，ソーシャルワーカーへの権限付与と
社会的承認を意味し（伊藤 1996），同時にしかる
べき専門性が要求されるものだが，英国では，第
一に国民扶助法は救貧法へ向けられるスティグマ
を払拭し，権利としての扶助システムを意識して
創設されたが，実務においては救貧法の業務に携
わっていた職員がそのまま地方自治体の当局に異
動しただけで，職員に専門的教育・訓練を受けさ
せる必要があったこと，第二に戦時中には，カー
ティス委員会の調査委員会のメンバーだったソー
シャルワーカーたちが訓練されたソーシャルワー
カーの雇用を強調したこと（Parry and Parry 
1979）からも専門性を確立することが必要であっ
た。しかし当時は，ソーシャルワーカーの共通資
格が存在せず，アルモナー協会などが独自の養成
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過程を運営していたにすぎなかった。そのような
状況下，1947 年にヤングハズバンドを委員長と
するグループが発表した『ソーシャルワーカーの
雇用と研修に関する報告』はソーシャルワーカー
を，公私の社会福祉の多様な制度の中で，サービ
スの運営管理に関する業務を行う者であると定義
し，ソーシャルワークの機能を他と明確に区別す
ることは難しいが，ケースワーク，グループワー
ク，コミュニティオーガニゼーションを，主たる
機能としていると述べ，体系的な教育・訓練の必
要性とジェネリックな資格や学位のコースを設置
すべきだと提言した（Younghusband 1947）。コ
ミュニティワーク研究の動向からみると，ヤング
ハズバンドがジェネリックソーシャルワークの方
向性を示したことが，ソーシャルワーク分野にお
けるコミュニティワーク研究の始まりであったと
考えられる。

2． コミュティワークの実践
　コミュニティワークの実践面では，両大戦間期
に引き続き郊外に建設された住宅団地（ニュータ
ウン）や都市部の公営住宅団地において展開がみ
られた。第二次大戦後，郊外部ではニュータウ
ン法に基づきニュータウンの建設が進められた
が，住宅を提供することだけでなく，住民の社会
関係の構築や余暇活動プログラムを提供すること
が課題となり，都市開発の責任者たちはコミュニ
ティワーカーの増員を指示した（Leaper 1968）。
ニュータウンにおける生活上の問題点は，日常生
活に必要な施設の不足，通勤のための公共交通機
関の未整備，複数の自治体にまたがって立地する
ことによる福祉サービスの不足，住民の孤立な
どであった（Smith 1961）。住宅団地におけるコ
ミュニティワークの実施主体は両大戦間期と同様
に地方社会福祉協議会，セツルメント，住宅管理
組合などであった。たとえば地方社会福祉協議会
は市民相談所の設置を推進する一方，ボランティ
ア活動の支援と市民相談所の相談員の養成など人
材育成にも力を入れた（Taylor 1961）。
　住民活動の拠点となったコミュニティセンター

は，1944 年の教育法改正により地方自治体教育
局による義務教育修了後の継続教育の場の保障を
求められたことにより増設された（Broady et al. 
1990）。そのためか，コミュニティセンターの福
祉的な機能は次第に失われ，教育的機能が目立っ
てきたうえ，運営面において地方自治体への依存
度を強めていった。また，活動のイニシアチブを
とらねばならない立場にあった全国コミュニティ
アソシエーション連盟の役割や関心が，次第に施
設の改修をはじめとする設備の運営管理に移って
いった（Broady et al. 1990）と指摘されている。
　
3．ソーシャルワークおよび教育分野における
　 理論形成
　これまでの歴史を振り返ると，コミュニティ
ワークは主として福祉政策と教育政策の文脈にお
いての展開がみられるが，戦後，理論や実践研究
もそれぞれの分野で進展がみられた。ソーシャル
ワーク分野においてコミュニティワークの理論が
紹介されたのは 1950 年代に入ってからである。
なかでも米国から入ってきたロス（1955）の著書

『コミュニティオーガニゼーション』は，近隣地
域を基盤とする活動や機関間連絡調整を主たる業
務としていた社会福祉協議会の職員や多くのボラ
ンティア団体にとって基礎理論を提供してくれる
ものであった（Thomas 1983）。ソーシャルワー
クの教育・訓練に関しても，ヤングハズバンドの
提言どおり，ジェネリックソーシャルワークの教
育の必要性が受け入れられ，1954 年にはロンド
ン大学政経学部（London School of  Economics）
にジェネリック教育研修コースが開設され，1961
年にはソーシャルワークの総合的な教育研究機関
として NISW も設立された。コミュニティワーク
に関していえば，ソーシャルワークの教育・訓練
に携わった研究者のうち，ジョーンズ，リーパー，
ライトらは，中央ソーシャルワーク教育研修協議
会（Central Council for Education and Training 
in Social Work，以下 CCETSW と略す 4））がコ
ミュニティワークを支援していくことに積極的で
あった（Thomas1983）。特にジョーンズは 1958
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年のヤングハズバンド報告書以降，コミュニティ
ワークをソーシャルワークの一方法として手を加
えていった（Henderson and Thomas 1979）。ま
た NISW もコミュニティワークの教育・訓練プ
ログラムを提供した。
　一方，教育分野においても実践と理論研究がみ
られる。コミュニティディベロップメントへの関
心は，特に，独立運動の機運が高まった第二次世
界大戦後，欧米先進国の植民地において高まった
のであるが，1967 年に出版された NCSS が出版
したハンドブック『社会福祉協議会』や 1959 年
にブリストルにて開催された国連セミナーにおい
て，都市部の地域においても有効であるとの見解
が示された（Leaper 1968）。コミュニティディべ
ロップメントの理論研究およびコミュニティワー
カーの教育・訓練に関しては，バッテンが直接
的な影響を与えた（Baldock 1980；Craig 1989）。
植民地の中等教育機関に携わった経験のあるバッ
テンは，植民地の独立に不可欠なのは民主的な政
府であり，それは教育によって育てることが必要
だと主張した（Batten 1948）。1949 年にはロン
ドン大学教育学部に迎え入れられ，コミュニティ
ディベロップメント研究のリーダーとして活躍し
た。1957 年に出版した著書『コミュニティとそ
の発展』は，訓練コースでテキストとして使用さ
れた。海外で実践されたコミュニティディベロッ
プメントはすべて政府の保護下においてであり，
英国内のコミュニティアクションには対応できな
かったという限界があったが，それでもバッテン
の非指示的（non-directive）アプローチは初期コ
ミュニティワーカーや植民地から戻り，英国内で
活動したコミュニティワーカーに対しては影響力
があった（Craig 1989）。
　ソーシャルワーク分野での取り組みと比べる
と，教育分野における実践や理論研究が目立って
いる。その理由をトーマス（Thomas 1983）は，
第一に植民地におけるコミュニティディベロップ
メントは学びや参加の機会の提供が重視され，社
会教育が実践されたこと，第二にバッテンら，教
育分野出身の人材がコミュニティディベロップメ

ントの教育に影響を及ぼし，なおかつ，コミュニ
ティディベロップメントジャーナルの出版など，
理論の普及を行ったこと，第三にコミュニティセ
ンターなどコミュニティワークの中心となった施
設が教育法によって推進されるなど，教育省の管
轄する分野において実践が展開されたことであ
ると述べている。しかし，これ以降の教育分野
における進展はみられない。その要因をトーマ
ス（Thomas 1983）は，第一に教育はすでにソー
シャルワークより確立されたサービスであり，構
造や方針により階層が存在したこと，第二にコ
ミュニティワークの開かれた価値観や参加の価値
観を受け入れかねたこと，第三に社会教育よりも
むしろ正規の学校教育に関心が向いていたことな
どが挙げられると指摘している。

Ⅵ . コミュニティワークの発展期 
　   （1960 年代中葉～ 1970 年代）

1．コミュニティケア政策による変化
　第二次世界大戦後から 1950 年代にかけては，
社会保障を中心とする社会サービスが拡大され，
労働者の生活は向上した。社会福祉政策において
はコミュニティケアが現実の政策に具体化される
こととなり，改革案は 1965 年に召集されたシー
ボーム委員会により提言された。同委員会報告

（HMSO 1968）では現状の社会サービス提供体制
に関する問題点について地方自治体におけるマン
パワー，人材育成，事務所の広さや備品など，提
供者側の人的の物理的資源の不足に起因すると同
時に，調査・情報収集不足による知識の欠落と
サービス提供に関する諸部門の責任の不明確さも
問題の要因と捉えた。そのためには包括的ニーズ
に対応できるような地方自治体の組織が必要だと
し，児童，社会福祉部局の機能に教育，保健，住
宅部局における包括的なサービス提供を目的と
し，社会サービス局の設置を提言した。
　コミュニティワークと関連する事項として注目
すべきは，シーボーム報告が対人社会サービスを
効果に実施する基盤のひとつとして「地域社会
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（コミュニティ）」を強調している点である。政府
は，シーボーム報告の提言を受け，地方自治体社
会サービス法と地方政府法を成立させた後，地方
自治体に社会サービス局を設置した。これによ
り，コミュニティワークを含むジェネリックな
ソーシャルワークの実施体制が整備されたのであ
る。
　
2．地域再生政策との関係
　1960 年代になり，自治体と政府が主体となっ
て計画的に都市の再生を図ろうとした地域再生政
策が開始された。背景には戦後に取り組まれてき
たインナーシティ問題の悪化や当時の移民政策が
転換点にある。第二次世界大戦後，インナーシ
ティ問題への対策として，特別な資金が幾度とな
く投入されたが，補助金による雇用と補助金の打
ち切りによる失業が繰り返されるばかりであっ
た。しかも，郊外への産業誘致と公営住宅の建設
による労働者の郊外への人口移動はインナーシ
ティの人口構成をいびつにさせ，商店の閉鎖，住
環境の整備の遅れ，公害問題の悪化，公共物の破
壊，犯罪率の上昇など様々な生活問題を誘発し
た。移民政策では移民規制の傍ら，人種差別に関
する問題に取り組んだが，人権擁護派による暴動
への懸念も拭えなかった（Popple1995）。政府は
地方自治体の再編も視野に入れつつも，住民の政
策や地域活動への参加促進による包括的な地域再
生を目指し，複数の地域再生事業を打ち出した

（Boaden 1978）。
　コミュニティワークに関連する 1960 年代後半
から取り組まれた主な政策が，アーバンプログラ
ム（Urban Program，以下 UP と略す），教育優
先地域事業（Educational Priority Area），コミュ
ニティディベロップメントプロジェクト（Commu-
nity Development Project，以下 CDP と略す）で
あった。CDP におけるコミュニティワークはニー
ズとサービスの不適合に焦点を当て，住民が公的

サービスを効率的に使えるよう働きかけながら，
福祉に依存する人々を減らすことが目的であっ
た（Mayo 1980）ように，地域再生政策において
コミュニティワークは，地域の社会資源の開発及
び関係機関や住民との連絡調整や住民参加を促す
ものとして期待され，多数の事業にコミュニティ
ワーカーが雇用された。
　実践方法についてみると，この時代は急進主
義・社会主義理論に基づくコミュニティアクショ
ンをコミュニティワーカーが多数存在したと指
摘されているが，バス（Vass 1979）は 1976 年か
ら 1977 年の調査から，コミュニティアクション
にかかわっているのはわずか 2％に満たず，英国
のコミュニティワークに急進的な潮流を強調す
る証拠はみられないと述べている。表 1 は CDP
の研究チームが示した CDP 下でのコミュニティ
ワークモデルであが，ほとんどが合意形成モデ
ル，あるいは多元主義モデルの範疇にある実践
を展開していたと考えられる。しかし，1960 年
代末から 1970 年代にかけて，コミュニティワー
カーが先導したコミュニティアクションは，公営
住宅団地の借家人協会などの活動においてみられ
た（Short 1982）ように，急進的なコミュニティ
ワークが目立ったことも確かである。その要因
は，CDP に学生運動に賛同した人材が多く採用
されたことやコミュニティアクションに至らせ
る多くの圧力が存在したことであると（Baldock 
1977）指摘されている。少数派の活動ながら，急
進主義・社会主義コミュニティワークの実践や研
究が発表されたのはこの時代のひとつの特徴とい
える。これは英国だけの現象ではないが，新たな
理論はそれまでの保守的なコミュニティワークに
新しい視点をもたらし，コミュニティワークのイ
デオロギー的，理論的空白を埋めることができた
と評価されている（Henderson 1983；Wadding-
ton 1983）。
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3．専門領域の形成過程
　これまでのソーシャルワークや教育分野におい
て，多様な人材によるコミュニティワーク実践が
みられたが，その概念の統一は 1960 年代になっ
てからであった。ヤングハズバンドを委員長とす
る研究グループは『コミュニティワークと社会変
動』において，教育，都市開発，社会福祉と多分
野で活動するコミュニティワーカーの業務をコ
ミュニティワークとして概念化し，一つの専門的
方法として位置付け，体系的な教育・訓練の必要
性を提言した（Calouste Gulbenkian Foundation 
1968）。
　教育・訓練についてみると，教育機関におけ
るもの，実践現場を基盤とするもの，徒弟制度
が挙げられる。第一に教育機関ではソーシャル
ワーク，ユース・コミュニティワーク，成人教育
における専門職教育のなかでコミュニティワーク
のカリキュラムが組まれた。ソーシャルワークの
専門職教育過程においては，ソーシャルワーク
の資格取得コース（Certification of Qualification 
in Social Work，以下 CQSW と略す。）を持つ数
カ所の大学で全日制のコースが設けられた。ま
た，資格取得後のコースは，ブラッドフォード大
学や NISW など，複数の教育機関に設置された

（Thomas 1983）。ユース・コミュニティワークの
専門職養成過程においては，ユースワーカーとコ
ミュニティセンター管理人のための合同協議会が
認証したユース・コミュニティワークの全日制
コースが設置された（Thomas 1983）。教育内容
については課題も多く，第一にコミュニティワー
クという仕事に対する教員間の共通認識の構築，

第二に時間割と内容の改革，第三にコミュニティ
志向のソーシャルワークとコミュニティワークを
混同した認識の解消，第四に近隣地域を基盤とす
るコミュニティワークからコミュニティオーガニ
ゼーション，社会計画まで，一連の複雑な技術の
必要性への理解（Thomas 1983）などが挙げられ
ている。
　第二に実践現場を基盤とする教育・訓練は
1970 年代半ばから始まった。これは高等教育機
関におけるコミュニティワーク教育・訓練内容を
補足・強化すること，労働者階級の人々（大半は
ボランティアとして活発に活動している人々）に
対する教育・訓練，人材育成というような目的が
あった。実践を基盤とする教育・訓練の主たる提
供機関であるコミュニティワークトレーニング連
盟（Federation of Community Work  Training 
Group，以下，FCWTG と略す。）は，各地で年
間 1,000 人単位の訓練を行い，住民による様々な
活動を生み出した。
　第三に徒弟制度は，コミュニティワーカーがボ
ランティア団体や各種プロジェクトにスーパービ
ジョンを受けることを要件に雇用され，高等教育
機関の資源を活用するものであった。見習い期間
は 2 年から 3 年で，修了すれば資格が与えられ
た。徒弟制度による資格は複数の認定機関が存在
したが，コミュニティワークの分野ではロンドン
のターニングポイントが認定機関となり，ゴー
ルドスミスカレッジの協力を得て，ユース・コ
ミュニティワークの資格が与えられた（Sinclair 
1987）。以上のように，教育・訓練に関しては，
一定数の養成機関やコースが整備されたが，いず

表1　社会改革モデルと可能な戦略

合意形成モデル 多元主義モデル 構造改革モデル
国 ソーシャルプランニング 国の政策へのロビー活動 国への圧力
地域 組織化とサービス提供 地方自治体へのロビー活動 地方自治体への圧力

近隣地域 伝統的なコミュニティ
　ディベロップメント コミュニティオーガニゼーション コミュニティアクション

出典：Community Development Project Working Group（1974）, The British National Community
Development Project 1969-1974, Community Development Journal Vol.9, No.3, 162-86.
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れの養成教育も教育の内容に相互の一貫性はみら
れず，知識や技術の到達点が定められていないた
め，獲得できる内容に偏りがみられた。また，教
育研修修了後の資格に統一性がなかったことなど
から，教育内容をすり合わせること，資格の整合
性を持たせることが課題となった。
　教育・訓練の状況からみると，コミュニティ
ワークを専門領域として発展させる基盤は整備さ
れつつあったが，全国を包括するコミュニティ
ワークの職能団体や専門機関の運営には問題が
あった。たとえば，1968 年に職能団体としてコ
ミュニティワーカー協会（Association of Com-
munity Worker，以下 ACW と略す。）が設立され
た。しかし，ACW は全国ソーシャルワーカー協
会のような専門職団体を目指し，厳しい入会要件
を設けた（Popplestone1971）ことから会員数が
伸び悩み，全国のコミュニティワーカーを代表
する専門職団体にはならなかった。また，ACW
はコミュニティワークの教育・訓練を担うこと
も期待されたが，若干の出版物を出したにすぎ
ず，その役割はもっぱら CCETSW が担っていた 

（Thomas 1983）。1978 年に設立された FCWTG
にも全国規模のコミュニティワークの専門機関と
しての役割を期待されたが，そもそも草の根で活
動する人々も含めたコミュニティワーカーを対象
とした教育・訓練を目的に設立された団体であっ
たことから，全国を代表する専門職団体になるこ
とはなかった。
　

Ⅶ . コミュニティワークの転換期
　　（1980 年代～ 1990 年中葉）

1．コミュニティケア政策の転換による影響
　1970 年代に展開したコミュニティケア政策は
1980 年代半ばになると抜本的な見直しが図られ
た。サッチャー政権は，1981 年の白書『グロー
イング・オールダー』において「公共支出がいか
なる水準まで支出可能になっても，そしてそれが
どのように分配されるとしてもサポートとケアの
源泉はインフォーマル及びボランタリーなもので

ある。それは親族，友人，近隣といった個人的な
結びつきから生じるものである。そうしたケア
を維持し，必要に応じて促す。公共機関の役割
はそのようなサポートとケアを支持し，必要な
らば開発することであって，決してそれらと置
きかわるわけではない。コミュニティにおけるケ
ア（care in the community）は，ますますコミュ
ニティによるケア（care by the community）を意
味せねばならない」（DHSS 1981：3）という考えを
提示し，従来のコミュニティケア概念からの転換を
図ろうとした。しかし，1983 年に設けた低所得
者向けの補足給付制度が結果的に地方自治体によ
る在宅福祉サービスの整備意欲の低下を招き，施
設入所者の増大の要因のひとつとなった（平岡 
2003）。その後，1988 年に『コミュニティケア：
行動のための指針』（通称グリフィス報告）が提
出され，入所施設の費用に関する共通のアプロー
チを構築する必要性と，コミュニティケア政策に
責任を負う大臣の選任および地方自治体における
コミュニティケア実施の責任付与が提案された

（Griffiths 1988）。グリフィス報告については，賛
否両論あったが，最終的には基本指針が受け入れ
られ，政府は 1989 年にコミュニティケアに関す
る政府白書『国民のケア：今後 10 年およびそれ
以降のコミュニティケア』を発表し，1990 年に
は国民保健サービスおよびコミュニティケア法

（National Health Service and Community Care 
Act）が成立した。
　コミュニティケア改革の要点は，第一に目標と
ニーズの見込みや援助計画，サービスの保障，購
入者としての組織の再編計画化など，組織内の体
制を大幅に変えることなくシステムの変更を求め
たこと，第二に自治体によるケアマネジメント体
制の実施責任を求めたこと，第三にサービス購入
者としての自治体の責任の規定とサービス契約関
係を規定したこと，第四に利用者の権利保障の
制度として，サービス提供施設の監査と不服申
し立ての手続きを明確にしたことである（市川
1994）。
　コミュニティとの関係については，グリフィス
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報告では，社会サービス局はインフォーマルな介
護者，ボランティア，民間組織を支援することに
よって，インフォーマルおよび民間のコミュニ
ティケアの資源を維持発展させていくことを提言
している（Griffiths 1988）。 コミュニティの崩壊
や横断的・包括的なサービスを志向し，コミュニ
ティの醸成を目的としたコミュニティディベロッ
プメントやボランティアの育成などを提言した
シーボーム報告とは異なり，グリフィス報告では
さして注意が払われなかったといえる。
　1990 年法の施行により，地方自治体と NHS に
はコミュニティケア計画の策定が義務付けられ，
計画策定への住民参加が基本となった。また，近
隣地域レベルでは，地域に核となる機関が設置さ
れ，コミュニティワークの展開がみられた。たと
えば，リバプールの近隣地域センターの事例で
は，ボランティアが地域のボランティア育成や
住民の活動を支援から社会サービス局や保健局
との情報交換，教会や警察，市民相談所など地
域の関係機関との情報交換などを行った（Gaster 
1993）。コミュニティケア改革により，社会サー
ビス局によるものではなく，より一層，民間団
体・組織におけるコミュニティワークが促進され
たことや，方法論では行政との連携や団体・組織
間のネットワークへの注目が始まったとみられ
る。
　
2．地域再生政策の見直しによる変化
　地域再生政策もまた転換点を迎えた。1970 年
代の後半以降は，悪化する失業率やひっ迫する財
政への対応策に追われており，地域再生政策の見
直しが行われた。1980 年代における保守党の地
域再生政策指針を示した『アクション・フォー・
シティ』には，第一に起業を促進し既存の事業を
強くするように支援すること，第二に人々の仕事
の質を上げ，動機付けをすること，第三にホーム
レスの問題への取り組みや建物の再生，住宅の整
備など都市部の荒廃した地域における問題に取り
組むこと，第四に安心して住み，働けるよう犯罪
を減らすこと（Moore 1992）といった目標が示

された。
　コミュニティワークに関連する UP などの地
域再生の事業は，1970 年代から継続して実施さ
れたが，雇用政策関連の事業での展開に特徴が
みられる。たとえば，1984 年に発表された，コ
ミュニティワーカーの実態調査をみると，コミュ
ニティワーカーの雇用財源の構成割合は，自主
財源が 31％，UP20％，マンパワーサービス協会

（Manpower Service Commission，以下 MSC と
略す 5））16％，地方自治体 13％といった順になっ
ている。当時，英国の失業率は 1982 年から 1987
年にかけて，10％を超え，深刻な状況であった

（Francis et al. 1984）。失業率が改善しない要因
のひとつは，技術革新の時代において高度な技術
を持つ人材不足であると指摘されていた。政府の
行った雇用対策事業には，若年層職業訓練制度，
コミュニティプログラム，などがあり，MSC が
事業の推進を担当した。そして，コミュニティ
ワークは雇用促進事業にも活用され，コミュニ
ティワーカーが雇用されたのである（Dominelli 
2004）。また，1981 年にはコミュニティエンター
プライズプログラが導入され，民間非営利団体や
地方自治体などによる雇用の創出や自営業が促さ
れた。民間非営利団体のコミュニティワーカーら
は，この事業を利用し，短期雇用の事業を創り出
した（Townsend 1983）。他方，地方自治体によ
る雇用促進への取り組みも行われ，特にスコッ
トランドとウェールズで熱心で，女性やマイノ
リティへの職業訓練事業などが強化された（Tay-
lor 1995）。
　ところが，1980 年代後半になると少しずつ，
コミュニティワークに充てられる雇用対策の財源
が縮小しはじめた。1988 年の社会保障法と雇用
法の改正では，失業給付や所得補助支給の規則が
改定され，失業者に雇用・職業訓練プログラムへ
の参加が義務付けられることになった。同時に，
MSC は解体され，全国職業訓練タスクフォース
が発足すると，雇用関係事業における地域活動へ
の補助金が打ち切られたのである。さらに，1990
年代は，訓練と雇用に関する委員会が地域に設立
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され，職業訓練や雇用斡旋の方針はこの委員会に
よって決められるシステムとなったが，委員会運
営は大企業の社員によって行われ，教育関係者や
組合，地方自治体が関与する余地は限られてし
まった（Popple 1995）。
　
3．新たな視点に立つコミュニティワーク
　1980 年代以降，急進主義・社会主義アプロー
チの研究や実践ともに減退傾向にあった。その背
景には，第一にサッチャリズムのもと，コミュニ
ティワーカーが意識的に「社会主義者」のゴール
を達成するための機会はまったくなくなっていっ
たこと，第二に旧体制における男性と労働組合に
よる支配といった，社会主義体制に対するフェミ
ニストの批判に呼応したように声を挙げた団体，
少数民族，障害者などがいたこと，第三に多くの
社会主義者が，伝統的で，教条的な社会主義者を
批判しはじめたこと，第四に労働党が市場原理を
支持するようになっていったこと，第五に新たな
平等への関心が高まり，高齢者，同性愛者，障
害者への抑圧が重要な課題となっていったこと

（Twelvetrees 2008）であると指摘されている。
新たな視点として加わったのが，これまであまり
目を向けられてこなかったフェミニストやマイノ
リティの理論であった。労働党が政権を担ってい
る地方自治体においては，機会の平等の政策を充
実させ，失業者やマイノリティに対する支援を強
化する（Taylor 1995）など，フェミニストやマ
イノリティの視点をコミュニティワークに持込み
やすかったという背景があった。
　フェミニストコミュニティワークは，これまで
のコミュニティワークは政治経済的な分析，労働
組合と一致団結した活動ばかりが強調され，主と
して女性が活躍していた近隣地域を基盤としたコ
ミュニティワークが軽視される傾向にあったと分
析した（Hanmer and Rose 1980）。また，地域活
動では男性がリーダーシップをとり，女性がサ
ポートするという構図が定着しており，普段の地
域生活は女性の占める割合が高いのにもかかわら
ず，組織やコミュニティワークに関しては女性が

脇に追いやられている（Dominelli 1990）とも指
摘さした。
　マイノリティの問題に関しては，人種関係委員
会及びコミュニティ関係委員会など人種問題の
調整機関がマイノリティの問題に取り組み，コ
ミュニティワークの実践もみられた。（Baldock 
1980）。マイノリティ団体は，英国における白人
社会は有色人種を抑圧することにより利益を得て
おり，西欧の資本主義は奴隷制度や帝国主義的な
イデオロギーのもとに搾取の構造をつくり，英国
では移民政策と移民に関する法律が抑圧的なも
のとなって有色人種に働きかけてきた（Coleman 
1987）と主張した。なお，マイノリティの理論を
コミュニティワークに関連づけようとする動きも
多少みられたが，理論としては，フェミニストコ
ミュニティワークほどの突き詰められた理論では
なかった。
　

Ⅷ．コミュニティワークの拡大期
      （1990 年中葉～ 2000 年代中葉）

　1990 年代半ばになると，入所ケアの増大によ
る財政の圧迫やサービス受給要件の厳格化による
批判など，行き詰まりを見せており，1998 年に
誕生した労働政権においてもコミュニティケア改
革は優先的課題であった。その基本指針を示した
1998 年の白書『社会サービスの近代化』（Secre-
tary of State for Health 1998）によると，前政権
は利用者の利益の前に教条を優先し，ケアの市場
化を進めすぎたあまり，重要なサービスがバラバ
ラになってしまったことが指摘された。
　コミュニティケアの供給体制における主要な改
正点は，ダイレクトペイメント（直接現金給付方
式）の拡大，ケアの費用負担，医療と福祉の連携
とパートナーシップの強化，ケアの質の保障であ
る（所道彦 2008）。ダイレクトペイメントについ
てはすでに 1996 年から 65 歳未満の者を対象に導
入されていたが，2000 年には 65 歳以上の者も対
象に含まれることとなり，さらに 2003 年には全
国の地方自治体に対して，要件を満たす場合の実
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施が義務付けられた。基本的にこの時代のコミュ
ニティケア改革は，制度の枠組みを大幅に変える
ことはなかったが，行政・市民・専門家がそれぞ
れにとってより効率よく，質の良い，利用しやす
いサービスの提供を実現できる制度が，これまで
以上に具体化された。そして，利用者主体のサー
ビスの選択と契約が強化される一方，地方自治体
の役割はサービスの受給管理業務を中心とするよ
うになっていった。
　提供されるサービスについては，民間の団体・
組織の役割が重要になってきている。特に，自助
グル─プの組織化など，近隣を基盤とするボラン
ティア活動の重要性が再認識されており，首相戦
略部は 2002 年に『個人的な活動と公的利益』を
発表し，ボランティア活動を推奨した。また，翌
年には内務省のアクティブコミュニティ部が再編
され，アクティブコミュニティ理事会のほか，ア
クティブコミュニティ部，チャリティ部，市民社
会再生部と 3 つの部が設置されるなど，多様なボ
ランティア活動に対応できる体制が整備された。
また，コミュニティケアに携わる民間機関におい
て，コミュニティワーカーの雇用は確実に増えた

（McMinn and O’Meara 2002）。
　　
2．新たな地域再生政策
　地域再生政策もコミュニティケアと同様に，
メージャー政権の軌道修正を引き継ぐものとなっ
たが，政策の理念や方向性はメージャー政権のそ
れより明確になり，複雑ではあるが，前政権の政
策より包括的な事業を想定するものであった。体
制としては，社会的包摂を政策目標とし，国レベ
ルでの管理運営機関として社会的排除対策室が内
閣府に設立された。同対策室が 1998 年に発表し
た『英国の建設─近隣再生政策の国家戦略』によ
ると，これまでの地域再政策は，過去 20 年間取
り組んできたインナーシティの地域再生に莫大な
資金を投入してきたにもかかわらず，地域格差は
拡大する一方であったうえ，予防的対策に関心
が払われてこなかったことを踏まえ，分野横断
的，長期的な取り組みが課題であるとした。具体

的な目的は，経済状況の向上，子どもの貧困の解
決，機会の平等，荒廃した地域への支援，10 代
の妊娠，ホームレス問題など，最も深刻な課題
の解決に取り組むことであった（SEU 1998）。社
会的排除対策室が実施した主要な事業は，教育
実践地域（Education Action Zones），健康アク
ションゾーン（Health Action Zones），単一再
生予算（Single Regeneration Budget），コミュ
ニティのためのニューディール（New Deal for 
Communities），シュア・スタート（Sure Start）
などである。各事業に共通する特徴は，事業数の
増加，分野横断的，包括的な取り組み，リーダー
の教育・訓練，地方レベルでのサービスの連携，
比較的長期の取り組み（特にコミュニティのため
のニューディールにおいて）であった（Lupton 
and Power 2005）。地方自治体レベルでは，地方
自治体は政府と地域協定や地域連携協定を締結す
ることにより，地方自治体，民間営利セクター，
民間非営利セクター，地域活動団体など多様なセ
クターや分野横断的な団体から構成されるパート
ナーシップを設置し，問題に取り組めるように
なった。
　ブレア政権の第二期目に入ると，地域再生政策
の強化を目的とし，2001 年に「近隣地域の再生
に関する新たな誓約：国家戦略行動計画」が発表
された。体制に大幅な改正はなかったが，社会
的排除対策室は 2002 年 5 月に副首相府に移管さ
れ，新しく設置された近隣地域再生対策室やホー
ムレスと住宅支援委員会など関連部署と共に社会
的排除の問題に取り組むことになった。事業実施
にあたっては，国レベルでは省庁間の調整，地方
政府レベルでは地方自治体と政府の調整，地方自
治体レベルでは，行政，民間営利・非営利団体か
ら構成される地域のパートナーシップと呼ばれる
組織が構成され，事業実施の責任機関となった

（SEU 2001）。
　コミュニティワークとの関連で注目しておきた
いのは，コミュニティワークの方法論に政策的な
注目が集まり，技術の習得もひとつの課題となっ
た点である。たとえばイングランドでは 2001 年
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から近隣地域再生事業において，人材育成のため
の事業として，ウェッブサイトを活用した情報提
供，基金の設置，近隣地域再生アドバイザーの設
置，住民コンサルタント，学習プログラムなどが
提案された（NRU 2002）。
　地域再生政策とコミュニティワーカーの雇用と
の関連も深く，2003 年に発表された全国コミュ
ニティワーカーの実態調査によると 64％のコ
ミュニティワーカーが，国の地域再生政策に何ら
かの関わりを持つ業務に就いているということが
明らかにされている（Glen et. al. 2004）。特徴は
民間営利セクターに雇用される者が微増傾向に
あることやパートナーシップに雇用されているコ
ミュニティワーカーの増加が顕著である。
　諸事業におけるコミュニティワークの課題につ
いて，トウェルブトリーズ（Twelvetrees 2008）
は，地域再生政策の目標を達成するには，貧困地
域における事業の継続，アウトリーチ，公正無
私・無党派的な態度をもったパートナーシップの
運営，認知度の低い活動の主流化が鍵であると述
べている。
　
3．職業資格の整備
　1990 年代中葉以降，専門性という視点からも
新たな展開がみられた。1960 年代以降，コミュ
ニティワークは主としてソーシャルワーク領域に
おいて専門性が形成されてきた。しかし，1990
年代に入り，高等教育機関のソーシャルワークに
おいて，コミュニティワークの位置付けが弱くな
り，コミュニティワークがカリキュラムから外さ
れる傾向にあった。ドミネリ（Dominelli  2004）
はその理由として，一つにコミュニティワーク
と認識される仕事が減ったこと，二つに学術的
なソーシャルワークの原理の中でコミュニティ
ワークのイデオロギーの位置付けが問題になった
こと，そして 1980 年代後半から CCETSW がコ
ミュニティワークの教育・訓練を拒否したことを
挙げている。実際，CCETSW は 1991 年にコミュ
ニティワーク部門を解散させ，コミュニティワー
クの教育・訓練から撤退している（Clark 1996）。

　一方，1980 年代後半以降，職業訓練制度の変
更により，全職業について資格および資格水準が
整備されたことが，コミュニティワークの資格や
教育・訓練制度に影響を与えた。そもそも英国で
は 19 世紀以降，各種専門職団体が独自の資格制
度を設け，知識や技術を開発し，人材を育成して
きたが，1980 年代になると，一貫性を欠く資格
システムのあり方が社会的な発展の阻害要因とし
て理解されるようになり，政府主導で資格の共通
基準を適応しようと試みられた（小山 2009）。政
府は 1987 年に全国職業資格委員会を設置し，整
合性のある資格の開発を進め，1987 年以降，全
国職業資格（National Vocational Qualification，
以下 NVQ と略す。）および NVQ の基盤となる
全国職業水準（National Occupational Standard，
以下 NOS と略す。）が開発，認証されることと
なった。
　NVQ は 1990 年代以降，英国の職業資格の中
心となっていったものの，職業資格と一般の教育
資格との関係は未整備であった。しかし，NVQ
の発展とともに職業資格と教育資格との整合性を
持たし，全国的水準を提示しようとする動きがお
こった。コミュニティワークの職業資格は 1990
年代初めに着手された。それまでコミュニティ
ワークは主として CCETSW のほか，1978 年に
設立された FCWTG が教育・訓練を実施してい
たが，体系的な資格制度化するには至ってなかっ
た。また，コミュニティワークを資格化しようと
する議論は FCWTG の設立当初に議論されたが，
地域のリーダーやボランティアなどにも開かれて
いるはずのコミュニティワークが閉鎖的なものに
なっていくことが懸念され，具体的な資格制度は
進められていなかった。しかし，先に述べたよう
に，政府主導による全職業の資格化の推進政策も
あり，1989 年に FCWTG はコミュニティワーク
における全国職業資格の取得の設定に合意した。
さらに，1991 年の雇用省の研究事業においては，
コミュニティワークの職業資格適合者は 90 万人
に達することが確認され，資格基準開発プロジェ
クトの推進が認められたのである（谷口 2002）。
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　資格基準の設定は全国レベルの主要な機関・組
織の代表者からなるグループと FCWTG の共同
で進められ，草稿の校正を繰り返した後，1995
年にコミュニティワークの NOS と NVQ はケア
セクター協会により認証され，2002 年にはコミュ
ニティワークを管轄する全国訓練組織であるパウ
ロ 6）とパウロ内で組織されたコミュニティワー
ク関係者から構成された委員会であるコミュニ
ティワークフォーラムによって改定された。2002
年に改訂された NOS ではコュニティディベロッ
プメントワークという名称がつかわれており，コ
ミュニティディベロップメントワークの主たる目
的は「コミュニティと一緒に取り組むことによ
り，集団的に社会変革と公正をもたらすことであ
る。そのためには，コミュニティのニーズ，権
利，責任を定め，計画化，組織化，実施，効果測
定を行う。すべての面で抑圧と不平等に取り組む
ものである」（PAULO 2002：1）と定義されてい
る。コミュニティワークの NOS は政府や地方自
治体の政策目標を形成する基盤を提供し，地域社
会を変革する道具としての機能を提供している

（FCDL 2004a）。
　ただし，職業資格や教育・訓練の体系が整備さ
れたからといって実際の資格取得のための教育・
訓練やコミュニティワーカーの雇用ついては課題
も多い。たとえば，教育・訓練及び資格取得ルー
トの一貫性とわかりにくさ，既存の確立した資格
と実践基盤の資格を同等の価値の整合性，実習教
育の基準の明確化，教育機関と連携した理論的な
教育，指導者や評価者の資格，学習を支援して
くれるメンターの不足などの課題がある（FCDL 
2004b）。また，NOS の目的や本質的な問題とし
て，有用な資格システムの創設，ユースワークな
どの関係領域との整合性，承認過程にかかる財
源確保などが指摘されている（Community De-
velopment Routs and Routes 2010）。なお，NOS
は 2004 年から再改正に向けて取り組まれてい
る（Community Development Roots and Routes 
Conference 2004）。
　雇用についても課題が残る。コミュニティワー

カーは高度な技術を要するにもかかわらず，雇
用面では極めて不安定で，全国調査（Glen et. 
al. 2004）と 1984 年の全国調査（Francis et. al. 
1984）を比較すると，期限付きのポストが増加傾
向にあるといえる。技術の蓄積という点で，短期
雇用には問題がある。
　

Ⅸ .　本研究の意義と課題

1．専門性向上への示唆
　英国のコミュニティワークを極めて限定的な領
域にのみ焦点を置いて述べてきたものの，実践は
コミュニティケアだけでなく社会教育，雇用，人
種関係，治安維持など様々な領域にまたがってい
ることが明らかになった。確かに，理論研究は
ソーシャルワークや教育の専門家が自分たちの専
門性向上を目的として行ってきたが，コミュニ
ティワークの概念が定義された 1960 年代から分
野を超えて教育・訓練および資格が議論されてき
たのである。それでも当初は，コミュニティワー
クは専門職の実践の一部として認識されるべき
で，教師やソーシャルワーカー，聖職者，保健
師，建築家，政策立案者，管理職など常勤の専門
職の仕事として取り組むことが必要である（Calo-
uste Gulbenkian Foundation 1968）と認識され
ていた。しかし，1960 年代末から始まった地域
再生政策において，専門職ではないコミュニティ
ワーカーが採用されることにより，コミュニティ
ワークは専門職が使う方法論であるとは限定され
ず，地域活動の開発・調整役にあたる多様な人々
が習得すべき方法論である（Mayo 1998）と捉え
られるようになったといえるのではないか。そし
てこの概念に呼応してコミュニティワークの職業
資格の整備が進んでいる。全国統一的な資格の付
与と多様な教育・訓練ルートはすでに 1970 年代
から模索され，今日の NOS および NVQ につな
がっていることが明らかである。
　日本においてはコミュニティワークに関する地
域福祉論の蓄積が他分野において十分に活用され
ているとは言い難い。同時に，他分野からの学び
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もすくないように思われる。現状では多くの民間
団体が多様な地域福祉を展開していることから考
えると，英国のようにコミュニティワークがソー
シャルワークの垣根を越え，共有されることが地
域福祉の一層の推進につながると考える。
　ただし，英国においても課題は多い。地域再生
の補助金により実施されるコミュニティワークが
増加してきたが，継続的支援が必要にもかかわら
ず短期事業であることやそれがコミュニティワー
カーの不安定雇用に影響している点は 1980 年代
からさほど改善されていない。また，資格や教
育・訓練が一元化し，システム化されたことは
一定の成果であるが，近年の全国調査をみると

（Glen.et.al. 2004）財政面をはじめ教育・訓練を
受ける環境整備が未整備であるといえる。日本に
おいてコミュニティワークを拡充していくために
は，これらの問題・課題から学ぶことも少なくな
い。
　
2．今後の研究課題
　本研究では，英国のコミュニティワークの形成
過程の概要を明らかにしたに過ぎない。ここで
は，コミュニティケアと地域再生政策といった限
定された領域の実践しかたどっていないうえ，教
育・訓練および資格制度の整備などの専門領域形
成過程についても十分な研究とは言い難い。ソー
シャルワークやユース・コミュニティワークとい
う関連領域との関係も検証が必要である。多くの
課題を残すが，特にコミュニティワークの教育・
訓練および資格制度の整備については，ソーシャ
ルワーク教育に携わる筆者にとって関心の高い
テーマであることから今後の課題としたい。その
なかでソーシャルワークおよびユース・コミュニ
ティワークなど関連領域の職業資格との関係も検
証していきたいと考えている。
　
　本研究は，ルーテル学院大学大学院博士後期課
程における筆者の博士学位授与に係る論文を，本
紀要の執筆要項に従って，加筆・修正を含み調整
したものである。博士論文の指導・審査していた

だいた先生方に甚謝いたします。

注
1 ） 国立ソーシャルワーク研究所（NISW）は 1959

年ヤングハズバンド委員会報告書の提言を受け，
1961 年に設立されたが，2003 年に閉鎖された。そ
の一部の機能はソーシャルケア・エクセレンス

（Social Care Institution Excellence，以下 SCIE と
略す。）に引き継がれることになった。

2 ） P.E.P. による『英国における社会サービスに関する
報 告（Report on British Social Services）』（1937）
では，「コンストラクティブ」コミュニティサービ
スと社会扶助（social assistance service）を区別
するためにコンストラクティブコミュニティサー
ビスという用語を使っている。

3 ） 新住宅団地委員会は 1937 年に改称されコミュニティ
センターおよびアソシエーション委員会（Commu-
nity Centres and Associations Committee）となっ
た。さらに，第二次世界大戦後には全国コミュニ
ティアソシエーション連盟（National Federation 
of Community Associations）と改称された。

4 ） CCETSW は 1971 年に既存の訓練機構を統合し設
立された組織である。CQSW と CSS の認定機関で
あった。しかし，2001 年に解体され，すべての社
会福祉に関わる職種を対象とする社会的ケア総合
審議会（General Social Care Council）に統合され
た。

5 ） マンパワーサービス委員会は 1973 年に創設された
雇用対策のための委員会である。10 人の委員が設
置され，委員は地方自治体・産業・教育のそれぞ
れの分野からの代表者で構成された。委員会の事
務局として 40 人が配置され，雇用と訓練の計画お
よび予算配分を行う機関であった。なお，マンパ
ワーサービス委員会は 1988 年に廃止され，訓練と
雇用委員会（Training and Employment Councils）
に再編された（Evans1992）。

6 ） パウロ（PAULO）はコミュニティディべロッ
プメントの全国教育・訓練を開発する組織であ
る。コミュニティディべロップメントの他にも
ユースワークやコミュニティを基盤とする成人教
育（Community based Adult Learning）の開発を
行っている。
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A Study of the Historical Development of Community 
Work in the United Kingdom

─ From the Perspective of Community Care and Local 
Regeneration Policies

Nishida, Chiyuki

 The purpose of this article is to trace the history of community work practice and the formation 
process of community work as a professional discipline in the context of British social policy. The 
article is divided into six historical phases: (1) the origin of community work, (2) the embryonic period 
of community work, (3) the formative period of community work theory, (4) the developing period of 
community work practice and theory, (5) the transition stage of community practice, and (6) the period 
of improvement and enhancement of professionalism. 
 The development of community work theory, education and training was provided mainly in the 
fields of social work and education, but a process leading to the formulation of a single structure that 
provided systematic research, education, and training as a field of specialization that transcended social 
work and education was recognized. Also, in terms of community work practice, changes due to the 
impact of policies and ideology can be seen, and unstable employment, due to changes in the distribution 
of aid for local regeneration projects and the diversity of social services in recent years, is still a problem. 

Keywords：Community work, community care, regeneration, education and training




